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緊急事態宣言期間中の授業日における一日の流れについて 

 

 陽春の候、保護者様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申しあげま

す。平素は本校教育活動にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 さて、大阪府における緊急事態宣言要請、大阪市教育委員会からの指示を受け、

緊急事態宣言期間中の授業日における一日の流れを下記のようにいたします。 

お子様の学びの活動を止めないよう教育活動を行ってまいりたいと考えています

ので、ご理解・ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

◇一日の流れについて 

※４月２６日(月)を除く 

   時 間 活動内容 

 ８：３０～１０：００ 家庭学習 

１０：１０～１０：２０ 登 校 

１０：２０～１０：３０ 健康観察 

１０：４０～１３：３０ 学校での学習・給食・清掃等 

１３：３０～１４：００ 下 校 

１４：００～１５：３０ 家庭学習 

              

※家庭学習開始初日、４月２６日(月)の登校時間のみ通常通り８時２０分となりま

す。(プリント配布、書類確認、端末 ICT 環境整備等のため) 午後は下校して家

庭学習にはいります。集団登校は行いませんのでご注意ください。 

※期間中は全児童、正門からの登校となります。 

※10 時 20 分の登校時刻まで、あるいは通常時の下校時刻まで、保護者が家庭での 

監護ができない場合、留守番が困難な場合等は、先に別紙「子どもの登校確認

票」をご提出ください。 

※児童いきいき放課後事業に参加するお子様につきましては、いきいき活動開始ま

で、各教室での自主学習の参加となります。 

※ICT を活用する学習については各教室で学年の状況に合わせてすすめています。ご家

庭での利用ができるようになった学年からすすめてまいります。 

※「新型コロナウイルス感染症」の拡大防止対策に引き続き取り組んでまいりま

す。マスクの着用、毎朝の検温、毎日の「健康観察表」の提出をお願いいたしま

す。 


